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本
年
度
は
、
行
政
評
価
委
員
会（
委
員

長
：
明
石
照
久
熊
本
県
立
大
学
教
授
）が

８
月
か
ら
11
月
に
か
け
て
10
回
開
催
さ
れ
、

外
部
評
価
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　

委
員
会
で
は
、
担
当
部
署
で
内
部
評
価

し
た
補
助
金
の
う
ち
、
23
の
補
助
金
を
対

象
に
評
価
が
行
わ
れ
、
補
助
金
の
妥
当
性
、

公
益
性
、
効
果
性
な
ど
を
町
民
の
視
点
で

検
証
さ
れ
、
委
員
会
の
意
見
を
評
価
結
果

報
告
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

報
告
書
で
は
、「
目
的
の
達
成
の
た
め

に
効
果
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
な
い
も

の
、
既
得
権
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

も
の
、
補
助
対
象
経
費
が
あ
い
ま
い
な
も

の
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
」
と
の
指
摘
や

「
常
に
公
的
関
与
の
妥
当
性
を
把
握
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
」
な
ど
の
意
見
も
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
評
価
結
果
報
告
書
は
、
11
月
20
日

に
委
員
会
か
ら
町
長
へ
提
出
さ
れ
、
町
で

は
こ
の
評
価
結
果
を
予
算
編
成
な
ど
の
参

考
と
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
評
価
結
果
報
告
書
は
、
総
合
政

策
課
と
武
蔵
ヶ
丘
支
所
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

い
ま
す
。

平成25・26年度指名願い申請書を受け付けます
■受付期間　２月１日（金）～２月28日（木）必着
■提出場所　菊陽町役場　財政課（本館２階）
■郵送先　　〒869-1192（住所不要）
　　　　　　菊陽町役場　財政課
■提出方法　郵送（最終日必着）
　※持参の場合は預かりのみ（土日祝日を除く）
■有効期間  
❶定期申請　
•県内建設工事業者
　（県内に主たる事業所（本社）を有する者）
平成25年４月１日から平成27年３月31日までの
２年間
❷追加申請
•県外建設工事業者 
•測量・建設コンサルタント等業者
•物品などの供給または役務の提供等業者 
平成25年４月１日から平成26年３月31日までの
１年間
※平成24・25年度の定期申請をした業者は、今
回提出する必要はありません。

■その他　
詳しくは、町ホームページでご確認ください。
■問い合わせ　財政課　管財係　☎(232)2111

行
政
評
価
委
員
会
に
よ
る
外
部
評
価
を
実
施
し
ま
し
た

町
で
は
、
行
財
政
改
革
の
一
環
と
し
て
、
学
識
者
、
団
体
の
代
表
、
公
募
委
員
な
ど

で
構
成
さ
れ
た
行
政
評
価
委
員
会
に
よ
る
行
政
評
価
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
町
民
の

視
点
か
ら
町
の
事
務
事
業
を
評
価
し
て
い
た
だ
き
、
そ
の
評
価
を
参
考
に
事
務
の
見

直
し
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

行革

問 

総
合
政
策
課　

行
財
政
改
革
推
進
係　

☎（
２
３
２
）２
１
１
２

町
が
交
付
し
て
い
る
補
助
金
を
検
証

▲後藤町長へ報告書を提出する明石委員長

※○印は必須、△印は該当する場合のみ必要となる書類です。
※提出書類一式は、「提出書類一覧表」の番号順に並べ、Ａ４フラット
ファイル（ファイルの色は、建設工事＝水色、測量・コンサルタント
等＝黄色、物品役務＝ピンク色）にとじ、表紙・背表紙に会社名を記
入してください。
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申請チェックリスト
入札参加資格審査申請書
委任状（権限を委任する場合）
印鑑証明書
使用印鑑届
営業所一覧表
営業所などの状況調書（町内に営業所を有する場合）
登記事項証明書（法人）
身元証明書（個人）
納税証明書
労災保険支払証明書
営業の登録、許可等を証する書類
経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書
技術職員名簿
工事経歴書
希望工事業種表
建退共加入証明書
財務諸表類
技術者経歴書
測量等実績調書
営業経歴書
業務実績調書
返信用ハガキ（切手付返信用封筒）

■指名願い（入札参加資格審査）申請に係る提出書類一覧表

地域の皆さんで取り組みましょう
　～「農地・水保全管理支払交付金」を紹介します

農政

問 農政課　農政係　☎（232）4916

■活動の仕組み
　まず、活動組織を設立します。活動組織とは集落などの比較的小規模な
単位で、個人の農業者に加え、地域住民、自治会、関係団体などの多様な
主体が参画する組織です。
　次に活動対象地域や管理する施設を決め、活動計画書を作成します。計
画した活動に必要な日当などは、交付される支援金から支出できます。
　菊陽町農地・水・環境保全組織は、そのような活動組織（集落）を支部とし、
全21支部に加え、大菊土地改良区などの団体が参加する、より大きな組
織として活動しています。

■活動の内容
【共同活動】
•施設の点検、水路の草刈りや泥上げ、農道の砂利補充など
　（資源の適切な保全管理）
•生き物調査と保護、農道に花を植えるなど
　（生態系保全、景観形成など農村の環境を良くする活動）
【向上活動】
　高度な技術を必要とする内容で、地域住民と専門業者が一緒に行う活動
です。
•用水路の補修・更新など（施設の長寿命化のための活動） 
•水質、土壌、地域環境の保全のための高度な取り組み
　（高度な農地・水の保全活動）

今、全国の集落で高齢化や混住化が進行し、農地や農業用水などの資源を守る地域の「まとまり」
が弱まっています。環境への関心が高まる中、良好な農村環境の形成や環境を重視した農業生産
への取り組みが求められています。農林水産省では平成19年度から、農地・水・環境の良好な保
全と質的向上を図る地域共同の取り組みを支援しています。

菊陽町農地・水・環境保全組織からのお知らせ

▲農道へのコスモスの植栽

▲水路の泥上げ ▲農道の草刈り ▲水路、農道の空き缶拾い▲防草シートの設置

【活動組織の構成例】

水土里ネット
ＪＡなど

自治会

地域
住民

農業者

地域住民
参加型

　農地・農業用水などの資源は、これまで集落など地域の共同活動により保全管理されてきました。これらの資源
は、農業だけでなく農村の豊かな自然環境や景観を形づくる上でも大きな役割を果たしています。
　菊陽町農地・水・環境保全組織（農村環境保全隊）では、水路や農道の草刈りなどの資源保全活動、農道の清掃や
花植えなどの景観形成活動に取り組んできました。引き続き、地域の皆さんのご理解とご協力をお願いします。


